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答 申  第  ２  号  

平成２４年１月２７日  

 

 

 宝 塚 市 長  中 川  智 子  様  

 

 

宝 塚 市 個 人 情 報 保 護 ・ 情 報 公 開 審 査 会  

 会 長  荏  原  明  則  

 

 

宝 塚 市 情 報 公 開 条 例 第 １ ５ 条 に 基 づ く 諮 問 に つ い て （ 答 申 ）  

 

 

 平 成 ２ ３ 年 （ ２ ０ １ １ 年 ） ９ 月 ３ ０ 日 付 け 宝 塚 市 諮 問 第 １ ５ 号

に よ り 諮 問 を 受 け た 「 宝 塚 市 小 浜 ○ 丁 目 ○ ○ ○ に お い て 平 成 １ ４ 年

５ 月 頃 発 生 し た 火 災 に 関 す る 文 書 」 の 情 報 公 開 決 定 に 係 る 審 査 請 求 に

つ い て 、 当 審 査 会 は 慎 重 に 審 査 し た 結 果 、 次 の と お り 答 申 し ま す 。
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１  審 査 会 の 結 論  

宝 塚 市 消 防 長 が 「 宝 塚 市 小 浜 ○ 丁 目 ○ ○ ○ に お い て 平 成 １ ４ 年 ５  

月 頃 発 生 し た 火 災 に 関 す る 書 類 」の 公 開 請 求 に 対 し て 、文 書 不 存 在

を 理 由 と し て 非 公 開 を 決 定 し た 処 分 は 妥 当 で あ る 。  

 

２  審 査 請 求 の 趣 旨  

本 件 審 査 請 求 は 、 審 査 請 求 人 （ 以 下 「 請 求 人 」 と い う 。） が 宝 塚  

市 情 報 公 開 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 第 ５ 条 に 基 づ き 請 求 し た

「 宝 塚 市 小 浜 ○ 丁 目 ○ ○ ○ に お い て 平 成 １ ４ 年 ５ 月 頃 発 生 し た 火

災 に 関 す る 書 類 」 に 対 し て 、 宝 塚 市 消 防 長 （ 以 下 「 実 施 機 関 」 と

い う 。） が 平 成 ２ ２ 年 （ ２ ０ １ ０ 年 ） １ １ 月 １ ５ 日 付 け 宝 消 総 第 ４

８ ５ 号 に よ り 行 っ た 非 公 開 決 定 （ 以 下 「 本 件 決 定 」 と い う 。） を 取

り 消 し 、 当 該 文 書 に つ い て 公 開 す る こ と を 求 め る も の で あ る 。  

 

３  審 査 請 求 の 理 由  

申 立 人 が 審 査 請 求 書 及 び 審 査 請 求 に 至 る 一 連 の 手 続 き 等 に お い

て 口 頭 で 主 張 し て い る 審 査 請 求 の 理 由 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ） 平 成 １ ４ 年 ５ 月 頃 に 小 浜 に あ る 知 人 宅 で 知 人 が 病 院 か ら 帰 っ て

寝 て い る と 、 大 き な 音 が す る の で 外 を 見 る と 高 圧 の 電 柱 が 倒 れ て

き て い た 。 そ の 漏 電 が 原 因 で 、 消 防 車 が ８ 台 も 出 動 す る よ う な 火

災 と な っ た 。 近 所 の 住 人 も そ れ を 見 て い る 。  

（ ２ ） 火 災 の 原 因 と な っ た 関 西 電 力 に 損 害 賠 償 を 請 求 す る た め に 火 災

が 発 生 し た こ と の 証 明 が 必 要 で あ る 。  

（ ３ ） 目 撃 者 も い る よ う な 火 事 が あ っ た の に 記 録 が な い の は 納 得 で き

な い 。  

（ ４ ) 本 件 の 公 開 請 求 に 対 す る 処 分 は 、 実 施 機 関 が 存 在 す る は ず の 文  

書 を 隠 し て い る と 考 え る 。  

よ っ て 、 そ の 取 り 消 し と 文 書 の 開 示 を 求 め る た め 、 本 審 査 請 求  

を 行 う も の で あ る 。  

 

４  実 施 機 関 の 説 明  
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 実 施 機 関 の 弁 明 書 及 び 口 頭 に よ る 説 明 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ） 火 災 出 動 に よ り 作 成 さ れ る 記 録 に つ い て  

 実 施 機 関 で は 次 の 事 務 処 理 を 行 っ て い る 。  

火 災 を 発 見 し た 者 が 、火 災 報 知 専 用 電 話（ １ １ ９ 番 ）等 で 通 報 し 、

消 防 本 部 が 受 信 し 、 火 災 と 想 定 さ れ た 場 合 は 消 防 職 員 に 対 し 火 災 出

動 を 指 令 す る（ 宝 塚 市 消 防 情 報 管 制 管 理 規 程 第 １ ３ 条 ）。火 災 出 動 指

令 を 受 け 消 防 車 が 出 動 し 、消 防 職 員 に よ り 火 災 と 認 定 さ れ た 場 合 は 、

宝 塚 市 消 防 警 防 規 程 （ 以 下 、「 警 防 規 程 」 と い う 。） 及 び 宝 塚 市 火 災

調 査 に 関 す る 規 程（ 以 下「 火 災 調 査 規 程 」と い う 。）に 基 づ い た 火 災

調 査 を 行 う 。  

具 体 的 に は 情 報 管 制 課 長 は 、「 火 災 即 時 報 告 書 」を 作 成（ 警 防 規 程

第 ４ ９ 条 ）、火 災 等（ 事 後 聞 知 を 含 む ）の 現 場 に 出 動 し た 消 防 隊 各 級

指 揮 者 は 、そ の 事 案 終 了 後 に 、「 火 災 部 隊 活 動 報 告 書 」を 、所 轄 警 防

司 令 は そ の 発 生 の 日 又 は 覚 知 の 日 か ら ２ 日 以 内 に 、「 火 災 活 動 報 告

書（ 所 轄 消 防 署 保 存 分 ）」を そ れ ぞ れ 作 成 し て 所 轄 消 防 署 長 に 、警 防

課 長 は 、「 火 災 活 動 報 告 書 （ 消 防 本 部 保 存 分 ）」 を 作 成 し 消 防 長 に そ

れ ぞ れ 報 告 を 行 う （ 警 防 規 程 第 ５ １ 条 ）。  

 同 時 に 消 防 機 関 が 火 災 を 覚 知 、 出 動 し 、 調 査 し た 結 果 、 火 災 と 認  

め ら れ た 場 合 は 、 火 災 の 原 因 及 び 損 害 の 調 査 を 行 い 、 所 管 消 防 署 長  

は 、「 火 災 調 査 報 告 書 」 を 作 成 し て 消 防 長 へ 報 告 を 行 い （ 火 災 調 査  

規 程 第 ７ ９ 条 ）、 警 防 課 長 は 、「 火 災 原 簿 」 を 作 成 し 保 管 を 行 う こ と  

と し て い る （ 火 災 調 査 規 程 第 ８ ３ 条 ）。  

ま た 、 火 災 等 を 覚 知 し 、 現 場 に 到 着 し た 結 果 、 火 災 に 至 ら ず 、 誤  

報 、誤 認 、虚 報 等 に よ り 出 動 し た 場 合 に も ２ 日 以 内 に 、「 警 戒・そ の

他 災 害 活 動 報 告 書 」 を 作 成 し て 、 所 轄 消 防 署 長 に 報 告 を 行 う こ と と

し て い る （ 警 防 規 程 第 ５ ２ 条 ）。  

（ ２ ） 本 件 処 分 理 由 に つ い て  

 本 件 請 求 の 対 象 で あ る 平 成 １ ４ 年 ５ 月 当 時 の 宝 塚 市 消 防 文 書 取 扱  

規 程（ 以 下「 文 書 取 扱 規 程 」と い う 。）で は 、文 書 を そ の 重 要 度 に よ  

り 重 要 な も の か ら １ 種 文 書 な い し ５ 種 文 書 に 分 類 し 、 文 書 の 保 存 期

間 を そ れ ぞ れ １ 種 文 書 永 年 、 ２ 種 文 書 １ ０ 年 、 ３ 種 文 書 ５ 年 、 ４ 種
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文 書 ３ 年 、 ５ 種 文 書 １ 年 と し て い た （ 文 書 取 扱 規 程 第 ２ ７ 条 ）。  

火 災 関 係 の 文 書 と し て は 、 消 防 本 部 で 管 理 を 行 う 文 書 と し て 、 前

記 の 「 火 災 即 時 報 告 書 」、「 火 災 部 隊 活 動 報 告 書 」、「 火 災 活 動 報 告 書

（ 所 轄 消 防 署 保 存 分 ）」 及 び 「 火 災 活 動 報 告 書 （ 消 防 本 部 保 存 分 ）」

の 火 災 出 動 報 告 書 関 係 文 書 は ２ 種 文 書（ １ ０ 年 保 存 ）、火 災 に 至 ら 無

か っ た 場 合 の 「 警 戒 ・ そ の 他 災 害 活 動 報 告 書 」 は ３ 種 文 書 （ ５ 年 保

存 ）、「 火 災 原 簿 」は １ 種 文 書（ 永 年 保 存 ）、各 消 防 署 管 理 の「 火 災 調

査 報 告 書 」 は 、 １ 種 文 書 （ 永 年 保 存 ） と 規 定 し て い た 。  

 本 件 請 求 が あ っ た 平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 時 点 で は 、 １ 種 、 ２ 種 の 文 書

に つ い て は 、 保 存 年 限 期 間 内 で あ っ た た め 、 消 防 本 部 及 び 所 管 消 防

署 の 保 存 文 書 の 調 査 を 行 っ た 。し か し 、「 火 災 即 時 報 告 書 」、「 火 災 活

動 報 告 書 」 及 び 「 火 災 調 査 報 告 書 」 等 の 火 災 が 認 定 さ れ れ ば 、 通 常

作 成 す べ き 文 書 の 全 て が 存 在 し な か っ た 。  

 加 え て 、 火 災 報 知 専 用 電 話 （ １ １ ９ 番 ） 等 の 通 報 を 受 信 す る 通 報

シ ス テ ム の 災 害 出 動 記 録 の 調 査 も 行 っ た 。 災 害 出 動 記 録 に つ い て は

保 存 年 限 を 設 け て お ら ず 、 新 た な シ ス テ ム を 導 入 し た 平 成 １ ２ 年 か

ら の 全 て の 記 録 が 残 っ て い た の で 、 平 成 １ ４ 年 ５ 月 の み な ら ず 、 平

成 １ ４ 年 中 全 て の 記 録 の 確 認 を 行 っ た が 、 小 浜 地 区 の 火 災 通 報 の 記

録 は 存 在 し な か っ た 。  

 「 火 災 即 時 報 告 書 」等 の 書 類 、通 報 記 録 と も 存 在 し な か っ た た め 、  

本 件 審 査 請 求 の 事 案 に つ い て は 、実 施 機 関 に お け る 火 災 の 覚 知 事 実 、 

消 防 車 が 出 動 し た 事 実 が な い と 判 断 し 、 本 件 処 分 は 文 書 不 存 在 に よ  

る 非 公 開 決 定 と し た も の で あ る 。  

ま た 、請 求 人 は 本 件 処 分 以 前 よ り 、当 該 地 の 火 災 の 有 無 に つ い て 、 

現 場 で の 事 実 確 認 を 求 め て お り 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日 １ ３ 時 ２

０ 分 ご ろ に 、 消 防 本 部 警 防 課 及 び 西 消 防 署 の 職 員 ３ 名 が 請 求 人 の 立

会 い の も と 、 現 地 確 認 を 行 っ た が 、 現 地 で 火 災 の 事 実 は 認 め ら れ な

い と 判 断 し 、 そ の 場 で 請 求 人 に も 説 明 し て い る 。  

 

５  審 査 会 の 判 断  

実 施 機 関 の 説 明 に よ る と 、 火 災 を 発 見 し た 者 が 、 火 災 報 知 専 用 電
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話 （ １ １ ９ 番 通 報 ） 等 で 通 報 し 、 消 防 本 部 が 受 信 し た 時 は 、 通 報  

記 録 が 通 報 シ ス テ ム に 残 る こ と に な っ て い る た め 、 仮 に 火 災 に よ り

出 動 し た 場 合 、 通 常 作 成 さ れ る べ き 本 件 対 象 文 書 の 作 成 漏 れ が あ っ

た 場 合 で も 、 そ の 存 否 は 、 災 害 出 動 記 録 の 有 無 で 確 認 す る こ と が で

き る 。  

通 報 記 録 に 関 し て は 、 実 施 機 関 で は 通 報 シ ス テ ム を 新 た に 導 入 し

た 平 成 １ ２ 年 か ら の 災 害 出 動 記 録 が 残 っ て お り 、 請 求 人 が 求 め る 平

成 １ ４ 年 ５ 月 だ け で は な く 、 平 成 １ ４ 年 中 の 全 て の 通 報 記 録 を 確 認

し た が 、 本 件 対 象 住 所 に 関 す る 通 報 は な か っ た と 説 明 し て い る 。  

そ こ で 審 査 会 は 、 平 成 １ ４ 年 ４ 月 か ら ６ 月 ま で の 通 報 記 録 と 、 火

災 出 動 を 行 っ た 場 合 に 作 成 す る「 火 災 活 動 報 告 書（ 消 防 本 部 保 存 分 ）」

及 び 「 火 災 原 簿 」 を 、 事 務 局 職 員 に 確 認 を さ せ た 。 そ の 結 果 、 実 施

機 関 の 主 張 す る と お り 、 本 件 対 象 住 所 に 関 す る 通 報 記 録 も 、 そ れ に

よ り 出 動 し た 記 録 も 存 在 し な か っ た 。  

 

以 上 の こ と か ら 、本 審 査 会 は「 １  審 査 会 の 結 論 」の と お り 判 断 す る 。  
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（ 別 紙 ）  

１  宝 塚 市 個 人 情 報 保 護 ・ 情 報 公 開 審 査 会 委 員 名 簿  

  氏  名   役  職  等   

    

 荒 川  雅 行  関 西 学 院 大 学 法 科 大 学 院 教 授 （ 刑 法 ）   

    

 荏 原  明 則  

（ 会 長 ）  

岡 本  英 子  

関 西 学 院 大 学 法 科 大 学 院 教 授 （ 行 政 法 ） 

 

弁 護 士 （ 大 阪 弁 護 士 会 ）  

 

    

 水 谷  恭 子  弁 護 士 （ 兵 庫 県 弁 護 士 会 ）   

  

山 下  淳  

 

関 西 学 院 大 学 法 学 部 教 授 （ 行 政 法 ）  

 

（ 会 長 代 理 ）    

 

２  審 査 過 程  

   日  程  内  容   

 １ 平 成 ２ ３ 年  ９ 月 ３ ０ 日  諮 問   

 ２ 平 成 ２ ３ 年 １ ０ 月 １ ２ 日  実 施 機 関 に よ る 非 公 開 理 由 説 明

及 び 審 査  

 

 ３ 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月  ５ 日  審 査   

 ４ 平 成 ２ ４ 年  １ 月 ２ ７ 日  答 申   

 




